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第 0章

自転車について知ろう！

● そもそも自転車って何？

● 自転車の方がはやい！

● 地球にやさしい！

● カラダにやさしい！

● ルールを守ろう！

● 自転車を安全に利用しよう！
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自転車は、道路交通法上は 「軽車両」 となっています。 そして、自転車の中には大きさや構造に応じて 「普

通自転車」 とされているものがあります。

自転車
ペダル又はハンド ・ クランクを用い、 かつ、 人の力により運転する二輪以上の車であって、 身体

障がい者用の車いす、 歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。

普通自転車
一般に使用されている自転車で、 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に

適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。

自転車と一口に言っても、通勤や買い物など、日常生活で使うのか、本格的なレースに参加するのか、

オフロードを楽しみたいのか、様々な目的での利用が考えられます。目的 ・ 用途別に、いくつかのタイプ

スポーツタイプ自転車

マウンテンバイクやロードバイクなど、
使用目的に適するよう意図して設計さ
れた自転車です。

カーゴバイク

大きな荷物などを運ぶことがで
きる自転車です。

ミニベロ （小径車）

20 インチ前後のタイヤを装備し
た小径自転車。 走り出しが軽く、
日常的な街乗りに適しています。

電動アシスト自転車

電動アシスト機能がついた自転車。

ペダルを漕ぐ力をモーターがサポート

してくれるので、ペダリングが軽く、

子どもを乗せた状態でも、坂道を走

行する際もラクに走ることができます。

電動アシスト自転車には以下①～③を含め、 道路交通法の定める基準があります。

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意！道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意！道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意！

①ペダルをこがないと走行しない構造であること

②人の力 「1」 に対して、 電気モーターによるアシスト力は最大で 「2」 まで

③アシスト力は 10km/h を超えたら徐々に減り、 24km/h で 「0」 になること

そもそも自転車って何？そもそも自転車って何？そもそも自転車って何？

イプに分けて特長を紹介します。

最も一般的な形の自転車。 普段
使いに適しています。

子ども用自転車

大きく分けて「キックバイク」と「補
助輪付きの自転車」、 「補助輪な
しの自転車」 の 3 種類がありま
す。 子どもの成長に合わせて選
びましょう。

自転車とは

自転車の種類

シティサイクル
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利用に注意が必要な自転車

「バイク」です

・ ナンバープレートの表示

資料：警視庁ホームページ

なお、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転する
ことは禁止されています。
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約５㎞以内の移動なら

自転車が一番速く移動できます。

自転車の方がはやい！自転車の方がはやい！

地球にやさしい！地球にやさしい！

5 ㎞ってこのくらい！

みずほ PayPay ドーム福岡 約 1,000 個分 と同じ大きさの森林が

1 年間に吸収する CO2 吸収量 と同じです。

※1

※2

自転車
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カラダにやさしい！カラダにやさしい！

自転車に乗るとこんな効果が！

自転車の運動量ってどれくらい？

電動アシスト付自転車に乗る

自転車に乗る（≒16㎞/時未満、通勤）

サイクリング（約20km/時）
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ルールを守ろう！ルールを守ろう！ルールを守ろう！

を守りましょう！

～基本ルールを知っていますか？～

例外として自転車が
歩道を通行できる場合

出典 ： 警視庁ホームページより

自転車に乗るときの基本ルール

「自転車安全利用五則」「自転車安全利用五則」「自転車安全利用五則」

交差点では
　信号と一時停止を守って、 安全確認

夜間はライトを点灯

車道が原則、 左側を通行
　歩道は例外、 歩行者を優先

自転車は歩道と車道の区別がある道路で

は車道通行が原則です。 車道を通行する

場合は、 左側に寄って通行しなければな

りません。

普通自転車は、 歩道を通行できる場合、

車道寄りの部分をすぐに停止できる速度

で通行します。

歩行者の通行を妨げるときは、 一時停止

をしなければなりません。

・ 通行の安全確保のためにやむを得ないとき

著しく自動車の通行量が多く、かつ、道幅が

狭い、道路工事や連続した駐車車両などのた

めに車道の左側部分を通行することが困難な

場合

・ 歩道に 「普通自転車歩道

通行可」 の標識 ・標示が

ある

・ 13歳未満の子どもや

70歳以上の高齢者、 身

体の不自由な人が自転車

を運転している

罰則　

信号機のある交差点では信号に従って安全を確認し、 通行します。
道路標識等により一時停止すべきとされている場所では、 必ず一時停止し、 安全を確認
します。

２

３
前方の安全確認だけでなく、 歩行者や自動車に自転車の存在を知らせるためにも、 夜
間は必ずライトを点灯しましょう。

罰則　3か月以下の懲役又は 5万円以下の罰金等

罰則　５万円以下の罰金

（車道の左側通行時の違反）　
３か月以下の懲役又は
５万円以下の罰金等

（歩道通行時の違反）
２万円以下の罰金又は科料

6



ヘルメット着用が努力義務になりましたヘルメット着用が努力義務になりましたヘルメット着用が努力義務になりました

令和５年４月１日に 「道路交通法の一部を改正する法律」 が施行され、自転車乗車時

のヘルメット着用が、 年齢問わず努力義務となりました。

出典：福岡県ホームページより 

飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用

４

５

5 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金

（酒気帯び運転）
3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金

お酒を飲んで運転することは、 非常に危険です。 自動車の場合と同じく飲酒をした

後に自転車を運転してはいけません。

また、飲酒した者に自転車を提供したり、 飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を

提供したりしてはいけません。

（自転車の提供者）

5 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
3 年以下の懲役または   50 万円以下の罰金

（酒類の提供者・同乗者）

罰則 （酒酔い運転）

【            】酒酔い

【酒気帯び】

3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金

【            】酒酔い

【酒気帯び】
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ついついついつい
やりがちなやりがちな

「ながら」 運転「ながら」 運転

ついつい
やりがちな

「ながら」 運転

スマートフォンを
見ながらの運転

違反者

6 月以下の懲役または
10 万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または
30 万円以下の罰金

●罰則の対象

傘をさし
ながらの運転

ヘッドホンを使用
しながらの運転

携帯電話やヘッドホンを使用しての運転、
傘さし運転等も禁止されています。

ルールを守ろう！ルールを守ろう！ルールを守ろう！～基本ルールを知っていますか？～

罰則が強化されました罰則が強化されました罰則が強化されました

令和６年11月1日施行の改正道路交通法で、自転車運転中にスマー

トフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化されるとともに、

「自転車の酒気帯び運転」 が新たに罰則の対象となりました。

これに伴い福岡県の飲酒運転撲滅条例も改正となり、 自転車の酒

気帯び運転で検挙された者 （違反者） 及び警告を受けた者 （準違

反者） は、 下記の罰則に加え、 アルコール依存症に関する診察
や飲酒行動に関する指導を受ける義務等の対象となります。

運転中のながらスマホ

違反者

6 月以下の懲役または
10 万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

違反者

3年以下の懲役

または
50 万円以下の罰金 酒類の提供者 ・同乗者

2年以下の懲役または
30 万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または
50 万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または
30 万円以下の罰金

●罰則の対象

5万円以下の罰金

●罰則の対象

5万円以下の罰金
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下記の 1６の危険行為を 3 年以内に 2 回以上反復して行った場合、 自転車運転者講習を受講しな

ければなりません。 16 の危険行為はいずれも歩行者や周囲の交通に著しい危険をもたらす悪質な行

為のため、 このような危険行為は絶対にやめましょう。

出典 ：大阪府警察 「自転車運転者講習制度チラシ」 より

自転車運転者講習の対象となる
危険行為１６類型

（令和６年１１月１日～）

妨害運転
ハンドルやブレーキ等を確実に操作

せず、また、他人に危害を及ぼす
ような速度や方法で運転する行為

１ 信号無視
道路交通法第７条

２ 通行禁止違反
道路交通法第８条第１項

歩行者用道路における

道路交通法第９条

４ 通行区分違反
道路交通法第17条第１項、第４項、第６項

道路交通法第37条道路交通法第36条

６ 遮断踏切立入り
道路交通法第33条第２項

５
道路交通法第17条の３第２項

12
道路交通法第63条の９第１項

11
道路交通法第63条の４第２項

10
道路交通法第43条

９
道路交通法第37条の２

16 妨妨害運転
道路交通法第117条の２第１項第４号 等

携帯電話使用等
道路交通法第71条第５号の５

14
道路交通法第70条

13 酒酒気帯び運転等
道路交通法第65条第１項

車両の義務違反（徐行違反）３

路 側 帯 通 行 時 の
歩 行 者 の 通 行 妨 害 ７ 交差点優先者妨害８

環 状 交 差 点
安全進行義務違反等 指定場所一時不停止等 歩道通行時の通行方法違反

制動装置（ブレーキ）
不 良 自 転 車 運 転

安全運転義務違反 15

交 差 点 安 全 進 行
義 務 違 反 等

自転車運転者講習制度

9


	250414_一式（0章以降）
	003_第0章0328
	第0章表紙0327
	第0章P7(0327)
	第0章P8(0327)
	第0章P9(0327)





